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介護認定の状況
（平成30年3月）
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高齢化率と認定率の推移
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 介護（予防）サー
　 ビス費等諸費

 高額介護サービ
　 ス費等諸費

 特定入所者介護
　 サービス等費

 審査支払手数料

 地域支援事業費

 認定率
 高齢化率

介護給付費等の推移

（単位：百万円）
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課

65
歳
以
上
の
人
は

介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者

　

市
内
在
住
者
が
65
歳
に
な
っ
た
場

合
や
、
65
歳
以
上
の
人
が
市
内
に
転

入
し
た
場
合
、
本
市
の
介
護
保
険
第

（＊）合計所得金額…地方税法第292条第1項
第13号に規定される金額（年金・給与・不動
産・配当等の各収入金額から必要経費に相当
する金額を控除した金額の合計額で、純損失・
雑損失・居住用資産等の譲渡損失・上場株式
等に係る譲渡損失・先物取引に係る差金等決
済に係る損失の繰越控除前の金額、土地・家
屋等の譲渡所得は特別控除適用前の金額）を
言います。（扶養控除や社会保険料控除などの
所得控除をする前の金額です。）
※保険料の算定は、土地・家屋等に係る譲渡
所得の特別控除を差し引いて計算します。

所得税確定申告にかかる証明
申請・問合先　高齢介護課

■在宅の要介護者などのおむつ代の医療費控除
　寝たきりなどで、おむつを使用している場合、確定申告の際に、
おむつ代の領収書に医師が作成した「おむつ使用証明書」を添付
することで、医療費控除を申告することができます。また、2年目
以降の申告には、市が発行する「確認書」をおむつ使用証明書に
代えることができます。
■介護保険「要支援・要介護認定者」の障害者控除
　身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けていない人でも、65歳
以上で介護保険の要支援・要介護認定を受け、身体障害者に準じ
る者と認定される場合は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受
けることができます。

■納めた介護保険料の社会保険料控除
　1月～12月に納めた介護保険料は、社会保険料控除の対象とす
ることができます。特別徴収（年金天引き）した介護保険料は本
人の所得申告でのみ控除対象とすることができます。
　普通徴収（納付書・口座振替）で納めた介護保険料がある人には、
「介護保険料納付額確認書」を来年1月末に送付します。
※介護保険料を全額特別徴収（年金天引き）で納めている人には
送付しませんので、日本年金機構などから送付される源泉徴収票
をご利用ください。

　確認書・障害者控除対象者認定書の交付を受ける場合は、証明
手数料（400円）が必要です（即日交付はできません）。

1
号
被
保
険
者
と
な
り
、
介
護
保
険

証
や
介
護
保
険
料
の
通
知
書
、
納
付

書
な
ど
を
送
り
ま
す
。

介
護
保
険
料　

４
月
１
日
現
在
（
転
入

の
場
合
は
転
入
時
、
65
歳
に
な
る
場
合

は
誕
生
日
の
前
日
）
の
世
帯
員
の
住

民
税
課
税
状
況
と
、
本
人
の
昨
年
中

の
課
税
年
金
収
入
額
や
合
計
所
得
金

額
（
＊
）、
住
民
税
課
税
状
況
に
よ
り

決
定
し
ま
す
（
保
険
料
の
算
出
方
法

は
広
報
７
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

　

保
険
料
決
定
額
は
納
入
通
知
書
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

介
護
保
険
の
運
営
状
況

　

平
成
30
年
３
月
末
の
第
１
号
被
保

険
者
数
は
２
５
，
４
１
９
人
、
高
齢

化
率
は
25.4
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
う
ち
、
５
，
４
４
８
人
が
介
護
認

定
を
受
け
て
お
り
、
認
定
率
は
21.4
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。
少
子
高
齢
化
に

伴
い
高
齢
化
率
は
年
々
増
加
し
て
い

ま
す
が
、
認
定
率
は
減
少
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
前
期
高
齢
者
（
75
歳

未
満
）
の
割
合
が
介
護
の
必
要
性
が

高
く
な
る
後
期
高
齢
者
（
75
歳
以
上
）

割
合
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が

要
因
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

平
成
30
年
３
月
の
介
護
認
定
の
状

況
は
、
要
支
援
の
認
定
を
受
け
て
い

る
人
が
27
％
、
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
人
が
73
％
と
な
っ
て
い
ま

す
。
介
護
度
別
の
割
合
を
見
る
と
、

要
介
護
１
と
要
介
護
２
の
人
の
合
計

が
41
％
、要
介
護
３
〜
５
が
32
％
で
、

要
支
援
を
含
め
た
軽
度
者
の
割
合
が

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

介
護
給
付
費
等
の
状
況
は
、
平
成

29
年
度
の
総
合
計
は
75
億
８
千
万
円

と
な
り
、
平
成
28
年
度
に
比
べ
1.5
％

の
伸
び
と
な
っ
て
い
ま
す
。
介
護
給

付
費
は
介
護
保
険
料
算
定
の
基
礎
と

な
る
金
額
で
す
。
そ
の
た
め
、
市
で

は
平
成
24
年
度
よ
り
負
担
の
公
平
性

や
給
付
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
不

要
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
な

い
か
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
介
護
給

付
費
等
適
正
化
事
業
の
取
組
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

今
後
も
安
定
し
た
介
護
保
険
制
度

の
運
営
を
行
う
に
は
、
被
保
険
者
一
人

ひ
と
り
の
ご
協
力
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
高
齢
者
自
身
の
健
康
増
進
へ
の

取
組
、
ま
た
、
介
護
保
険
料
の
納
付

に
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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